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条
例
制
定
に
至
っ
た
背
景
と
経
緯

浜
松
市
は
、
静
岡
県
の
西
部
に
位
置
す
る
豊
か
な

自
然
に
恵
ま
れ
た
ま
ち
で
あ
る
。
北
は
赤
石
山
系
、

東
は
天
竜
川
、
南
は
遠
州
灘
、
西
は
浜
名
湖
と
四
方

を
異
な
る
環
境
に
囲
ま
れ
、
こ
の
多
様
な
自
然
が
織

り
成
す
風
景
は
、
数
々
の
景
勝
地
を
生
み
出
し
て
い

る
。
東
西
の
幅
約
52 

km
、
南
北
の
幅
約
73 

km
、
面

積
は
１
５
８
８
・
０
km2
で
、
岐
阜
県
高
山
市
に
次
い

で
全
国
２
位
と
な
っ
て
い
る
。

平
成
17
年
７
月
、
天
竜
川
・
浜
名
湖
地
域
の
11
市

町
村
と
合
併
し
、
人
口
は
80
万
人
を
超
え
、
人
口
、

面
積
と
も
静
岡
県
下
最
大
の
都
市
と
な
っ
た
。
平
成

19
年
４
月
、
全
国
で
16
番
目
と
な
る
政
令
指
定
都
市

に
移
行
し
、
平
成
23
年
７
月
に
は
市
制
施
行
１
０
０

周
年
を
迎
え
た
。

産
業
と
し
て
は
、
オ
ー
ト
バ
イ
な
ど
の
輸
送
機
器

産
業
、
浴
衣
な
ど
の
繊
維
産
業
、
ピ
ア
ノ
を
は
じ
め

と
す
る
楽
器
産
業
の
三
大
産
業
を
中
心
と
し
て
、「
製

造
業
の
ま
ち
」「
モ
ノ
づ
く
り
の
ま
ち
」
と
し
て
発

展
し
て
き
た
。
近
年
で
は
、
産
学
官
連
携
の
も
と
、

次
世
代
自
動
車
、
光
・
電
子
技
術
関
連
等
の
先
端
技

術
産
業
の
成
長
が
著
し
い
。
ま
た
、
ミ
カ
ン
や
ガ
ー

ベ
ラ
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
農
林
水
産
業

も
盛
ん
な
地
域
と
な
っ
て
い
る
。

広
大
な
市
域
に
お
い
て
、
多
彩
な
生
産
活
動
が
展

開
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
排
出
さ
れ
る
廃
棄
物
も
多
様

化
し
て
い
る
。
排
出
さ
れ
た
廃
棄
物
の
適
正
処
理
を

確
保
し
、
生
活
環
境
の
保
全
及
び
公
衆
衛
生
の
向
上

を
図
る
こ
と
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
45
年
法
律
第
１
３
７
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。）
第
１
条
の
目
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
目
的
の
達
成
に
向
け
て
、市
民
の
目
線
で
見
て
、

よ
り
安
心
安
全
な
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
を
目
指

し
、
設
置
者
と
周
辺
住
民
に
よ
る
合
意
形
成
制
度
の

浜
松
市
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
等
に
係
る 

紛
争
の
予
防
と
調
整
に
関
す
る
条
例
に
つ
い
て

～
地
域
の
生
活
環
境
の
保
全
に
資
す
る 

　
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
を
目
指
し
て
～

浜
松
市
産
業
廃
棄
物
対
策
課

先進・ユニーク条例【解説】

広大な市域、多彩な産業を有する浜松市は排
出される廃棄物も多様化している。浜松市で
は排出された廃棄物の適正処理を確保し、生
活環境の保全及び公衆衛生の向上を達成する
ため廃棄物処理施設の設置者と周辺住民によ
る合意形成制度を確立することを目的に条例
を制定した。

浜松市

浜松市制 100 周年 

マスコットキャラクター 

『出世大名家康くん』 
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確
立
に
取
り
組
ん
で
き
た
。

具
体
的
に
は
、
平
成
８
年
に
「
浜
松
市
産
業
廃
棄

物
処
理
施
設
の
設
置
等
に
係
る
紛
争
の
予
防
と
調
整

に
関
す
る
要
綱
」
を
制
定
し
、
設
置
者
に
は
周
辺
住

民
と
の
間
で
生
活
環
境
の
保
全
に
関
す
る
協
定
を
締

結
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
と
し
、
協
定
締
結
に
至
る

ま
で
の
事
前
手
続
を
定
め
た
。
平
成
17
年
10
月
に
こ

の
要
綱
の
内
容
を
見
直
し
、
さ
ら
に
実
効
力
を
持
た

せ
る
た
め
、「
浜
松
市
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
等

に
係
る
紛
争
の
予
防
と
調
整
に
関
す
る
条
例
」（
以

下
「
条
例
」
と
い
う
。）
を
施
行
し
た
。
現
在
の
条

例
は
、
運
用
面
で
の
改
善
を
図
る
た
め
、
平
成
22
年

７
月
に
一
部
改
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

条
例
の
内
容

１　

目
的
（
第
１
条
）

こ
の
条
例
は
、
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
等
に
係

る
計
画
の
事
前
公
開
、
環
境
保
全
協
定
の
締
結
、
紛

争
の
あ
っ
せ
ん
等
に
関
し
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る

こ
と
に
よ
り
、
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
等
に
係
る

紛
争
の
予
防
と
調
整
及
び
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の

確
保
を
図
り
、
も
っ
て
市
民
の
生
活
環
境
の
保
全
に

資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

２　

用
語
の
定
義
（
第
２
条
）

こ
の
条
例
に
お
い
て
定
義
す
る
用
語
の
う
ち
、
主

な
も
の
を
以
下
に
解
説
す
る
。

（
１
）
廃
棄
物
処
理
施
設　

原
則
的
に
全
て
の
一
般

廃
棄
物
若
し
く
は
産
業
廃
棄
物
を
処
理
す
る
施
設

を
い
う
。
平
成
22
年
の
一
部
改
正
で
、
産
業
廃
棄

物
収
集
運
搬
業
者
が
積
替
え
若
し
く
は
保
管
を
行

う
施
設
を
追
加
し
た
。

（
２
）
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
等　

廃
棄
物
処
理

施
設
を
新
た
に
設
置
し
、
又
は
そ
の
構
造
を
変
更

若
し
く
は
規
模
を
一
定
以
上
増
大
す
る
こ
と
を
い

う
。

（
３
）
紛
争　

廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
等
に
伴
っ

て
生
じ
る
お
そ
れ
の
あ
る
生
活
環
境
の
保
全
上
の

支
障
に
関
し
て
設
置
者
と
関
係
住
民
と
の
間
で
生

じ
る
争
い
を
い
う
。

（
４
）
設
置
者　

廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
等
を
し

よ
う
と
す
る
者
を
い
う
。

（
５
）
関
係
地
域　

廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
等
に

伴
い
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
る
お
そ

れ
が
あ
る
地
域
と
し
て
、
市
長
が
定
め
る
地
域
を

い
う
。

（
６
）
関
係
住
民  
関
係
地
域
内
に
お
い
て
居
住
し
、

生
活
環
境
の
保
全
上
、
直
接
影
響
を
受
け
る
お
そ

れ
の
あ
る
者
を
い
い
、関
係
地
域
内
の
自
治
会
長
、

連
合
自
治
会
長
を
含
む
。

３　

市
の
責
務
（
第
３
条
）

市
は
、
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
等
が
適
正
か
つ

円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
、
設
置
者
に
対
し
関
係
地

域
の
生
活
環
境
の
保
全
に
十
分
配
慮
す
る
よ
う
指
導

又
は
助
言
を
行
う
と
と
も
に
、
関
係
住
民
に
対
し
廃

棄
物
処
理
施
設
の
必
要
性
等
に
対
す
る
理
解
が
得
ら

れ
る
よ
う
啓
発
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
市
は
、
紛
争
の
予
防
に
努
め
る
と
と
も
に
、

紛
争
が
生
じ
た
と
き
は
、
迅
速
か
つ
適
正
に
そ
の
調

整
を
図
る
も
の
と
す
る
。

４　

設
置
者
及
び
関
係
住
民
の
責
務
（
第
４
条
）

設
置
者
は
、
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
等
に
当

た
っ
て
は
、
関
係
地
域
の
生
活
環
境
の
保
全
に
十
分

配
慮
す
る
と
と
も
に
、
紛
争
を
未
然
に
防
止
す
る
よ

う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

設
置
者
及
び
関
係
住
民
は
、
相
互
の
立
場
を
尊
重

し
、
紛
争
が
生
じ
た
と
き
は
、
自
主
的
に
解
決
す
る

よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
紛
争
の
予
防
及
び
調
整
に

関
し
て
市
が
行
う
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

５　

事
業
計
画
書
の
提
出
（
第
５
条
）

設
置
者
は
、
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
等
を
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
等
に

係
る
計
画
（
以
下
「
事
業
計
画
」
と
い
う
。）
に
つ

い
て
、
必
要
事
項
を
記
載
し
た
事
業
計
画
書
を
市
長

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。事
業
計
画
書
に
は
、

当
該
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
等
に
よ
り
関
係
地
域

の
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
結
果

（
以
下
「
生
活
環
境
影
響
調
査
結
果
書
」
と
い
う
。）

を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６　

関
係
地
域
の
指
定
等
（
第
６
条
）

市
長
は
、事
業
計
画
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
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関
係
地
域
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
市
長
は
、

関
係
地
域
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
設
置
者
に

通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

７　

告
示
及
び
縦
覧
（
第
７
条
）

市
長
は
、
関
係
地
域
を
定
め
た
と
き
は
、
必
要
事

項
を
告
示
し
、
事
業
計
画
書
及
び
生
活
環
境
影
響
調

査
結
果
書
を
告
示
の
日
か
ら
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
日
ま
で
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
１
）
環
境
保
全
協
定
の
写
し
が
提
出
さ
れ
る
日
（
第

14
条
）

（
２
）
事
業
計
画
廃
止
の
告
示
の
日
（
第
16
条
）

（
３
）
あ
っ
せ
ん
打
切
り
通
知
の
日
（
第
18
条
）

８　

周
知
計
画
書
の
提
出
（
第
８
条
）

設
置
者
は
、関
係
地
域
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、

関
係
住
民
を
対
象
と
し
た
事
業
計
画
の
内
容
に
つ
い

て
の
説
明
会（
以
下「
事
業
計
画
説
明
会
」と
い
う
。）

の
開
催
そ
の
他
の
周
知
方
法
に
関
す
る
事
項
を
記
載

し
た
書
類
（
以
下
「
周
知
計
画
書
」
と
い
う
。）
を

市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９　

事
業
計
画
説
明
会
の
開
催
等
（
第
９
条
）

設
置
者
は
、
関
係
地
域
内
に
お
い
て
事
業
計
画
説

明
会
を
開
催
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
関
係
地
域
内

に
事
業
計
画
説
明
会
を
開
催
す
る
適
当
な
場
所
が
な

い
と
き
は
、
関
係
地
域
以
外
の
地
域
に
お
い
て
開
催

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

10　

実
施
状
況
報
告
書
の
提
出
（
第
10
条
）

設
置
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
の
内

再
度
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

15　

指
導
又
は
助
言
（
第
13
条
）

市
長
は
、
設
置
者
に
対
し
て
は
事
業
計
画
や
見
解

書
の
作
成
・
周
知
に
つ
い
て
、
関
係
住
民
に
対
し
て

は
意
見
書
の
作
成
等
に
つ
い
て
、
必
要
な
指
導
及
び

助
言
を
行
う
も
の
と
す
る
。

16　

環
境
保
全
協
定
の
締
結
（
第
14
条
）

設
置
者
は
、廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
等
に
関
し
、

関
係
地
域
の
生
活
環
境
の
保
全
上
必
要
な
事
項
を
内

容
と
す
る
協
定（
以
下「
環
境
保
全
協
定
」と
い
う
。）

を
関
係
住
民
と
締
結
す
る
よ
う
努
め
、
締
結
し
た
と

き
は
、
環
境
保
全
協
定
書
の
写
し
を
市
長
へ
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

17　

事
業
計
画
書
等
の
変
更
の
届
出
（
第
15
条
）

設
置
者
は
、
環
境
保
全
協
定
の
締
結
前
に
お
い
て

事
業
計
画
書
等
の
内
容
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、そ
の
旨
を
市
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

18　

事
業
計
画
の
廃
止
の
届
出
等
（
第
16
条
）

設
置
者
は
、
事
業
計
画
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
市
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
市
長

は
、
届
出
が
あ
っ
た
旨
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

19　

あ
っ
せ
ん
（
第
17
条
）

設
置
者
又
は
関
係
住
民
の
代
表
者
は
、
紛
争
が
自

主
的
な
解
決
に
至
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
市
長
に

あ
っ
せ
ん
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

20　

あ
っ
せ
ん
の
打
切
り
（
第
18
条
）

容
に
つ
い
て
周
知
を
図
っ
た
と
き
は
、
そ
の
実
施
状

況
を
記
載
し
た
報
告
書
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

11　

関
係
住
民
の
代
表
者
（
第
10
条
の
２
）

関
係
住
民
は
、
関
係
住
民
の
意
見
を
集
約
し
、
環

境
保
全
協
定
の
締
結
の
た
め
の
協
議
を
円
滑
に
行
う

た
め
、
事
業
計
画
説
明
会
の
終
了
後
、
１
人
又
は
数

人
の
代
表
者
を
互
選
し
、
市
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
市
長
は
、
関
係
住
民
が
代
表
者
を
互
選

し
な
い
と
き
は
、
関
係
住
民
の
う
ち
か
ら
１
人
又
は

数
人
の
代
表
者
を
指
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

12　

関
係
住
民
の
意
見
書
の
提
出
等
（
第
11
条
）

事
業
計
画
に
つ
い
て
生
活
環
境
の
保
全
上
の
見
地

か
ら
の
意
見
を
有
す
る
関
係
住
民
及
び
そ
の
代
表
者

は
、
市
長
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

13　

見
解
書
の
提
出
（
第
12
条
）

設
置
者
は
、
意
見
書
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、

そ
れ
に
対
す
る
見
解
を
記
載
し
た
書
類
（
以
下
「
見

解
書
」
と
い
う
。）
を
市
長
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、

関
係
住
民
に
対
し
、
当
該
見
解
書
の
内
容
に
つ
い
て

の
説
明
会
等
に
よ
り
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
の
周
知

を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

14　

意
見
書
の
再
提
出
（
第
12
条
の
２
）

見
解
書
の
周
知
を
受
け
た
関
係
住
民
及
び
そ
の
代

表
者
は
、
当
該
見
解
書
に
つ
い
て
生
活
環
境
の
保
全

上
の
見
地
か
ら
の
意
見
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、

市
長
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
意
見
書
を

先進・ユニーク条例
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市
長
は
、
あ
っ
せ
ん
の
結
果
、
こ
れ
に
対
す
る
設

置
者
の
対
応
が
十
分
で
あ
る
と
認
め
、
か
つ
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
あ
っ
せ
ん
を
打

ち
切
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
１
）
関
係
住
民
が
あ
っ
せ
ん
に
応
じ
な
い
こ
と
に

よ
り
、
環
境
保
全
協
定
が
締
結
さ
れ
る
見
込
み
が

な
い
と
認
め
る
と
き
。

（
２
）
関
係
住
民
が
生
活
環
境
の
保
全
上
の
理
由
以

外
の
理
由
に
よ
り
反
対
す
る
こ
と
に
よ
り
、
環
境

保
全
協
定
が
締
結
さ
れ
る
見
込
み
が
な
い
と
認
め

る
と
き
。

（
３
）
設
置
者
と
関
係
住
民
の
生
活
環
境
の
保
全
上

の
見
地
か
ら
の
意
見
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ

と
に
よ
り
、
環
境
保
全
協
定
が
締
結
さ
れ
る
見
込

み
が
な
い
と
認
め
る
と
き
。

21　

条
例
手
続
の
時
期
（
第
18
条
の
２
）

設
置
者
は
、
法
に
基
づ
く
手
続
を
行
う
前
に
、
環

境
保
全
協
定
書
の
写
し
を
提
出
し
、
又
は
あ
っ
せ
ん

の
打
切
り
通
知
を
受
理
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

22　

許
可
等
の
取
扱
い
（
第
18
条
の
３
）　

市
長
は
、
条
例
手
続
を
行
わ
な
い
又
は
条
例
手
続

を
終
了
し
な
い
状
況
で
、
法
に
基
づ
く
許
可
申
請
を

行
っ
た
者
に
対
し
て
は
、「
業
務
に
関
し
、
不
正
又

は
不
誠
実
な
行
為
を
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
者
」
と
し

て
扱
い
、
当
該
許
可
に
対
し
て
不
許
可
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

23　

浜
松
市
廃
棄
物
処
理
施
設
設
置
等
調
整
委
員

（
第
19
条
）

市
は
、
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
等
に
係
る
紛
争

の
予
防
と
調
整
に
係
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
調
査
さ

せ
る
た
め
、
浜
松
市
廃
棄
物
処
理
施
設
設
置
等
調
整

委
員
（
以
下
「
調
整
委
員
」
と
い
う
。）
を
置
く
。

調
整
委
員
は
、
市
長
が
意
見
を
求
め
た
事
項
に
つ
い

て
調
査
し
意
見
を
述
べ
る
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行

に
関
す
る
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
も

の
で
あ
る
。

24　

勧
告
（
第
21
条
）

設
置
者
又
は
関
係
住
民
が
条
例
手
続
に
従
わ
な
い

と
き
、
あ
る
い
は
不
正
若
し
く
は
不
誠
実
な
行
為
を

行
っ
た
と
き
に
は
、
市
長
は
、
当
該
者
に
対
し
必
要

な
措
置
を
と
る
よ
う
勧
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

25　

公
表
（
第
22
条
、
第
23
条
）

勧
告
を
受
け
た
設
置
者
が
正
当
な
理
由
な
く
勧
告

に
従
わ
な
い
場
合
は
、
当
該
勧
告
を
受
け
た
者
の
氏

名
、
住
所
、
勧
告
の
内
容
、
勧
告
等
に
対
す
る
設
置

者
の
対
応
等
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

不
許
可
処
分
を
受
け
た
者
の
氏
名
、
住
所
、
不
許
可

処
分
の
内
容
等
に
つ
い
て
も
公
表
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

26　

廃
棄
物
処
理
施
設
の
承
継
（
第
24
条
）

既
に
環
境
保
全
協
定
が
締
結
さ
れ
て
い
る
廃
棄
物

処
理
施
設
に
係
る
権
利
を
承
継
し
た
者
は
、
従
来
の

協
定
締
結
者
の
地
位
を
承
継
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

条
例
手
続
の
流
れ

条
例
で
規
定
す
る
手
続
の
主
な
流
れ
は
、
左
図
の

と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
設
置
者
か
ら
事
業
計
画
書

の
提
出
を
受
け
て
、
浜
松
市
は
、
関
係
地
域
の
指
定
、

事
業
計
画
に
係
る
告
示
及
び
関
係
書
類
の
縦
覧
を
行

う
。
関
係
地
域
に
つ
い
て
は
、
設
置
す
る
廃
棄
物
処

理
施
設
の
種
類
に
応
じ
定
め
る
地
域
（
敷
地
境
界
線

か
ら
50
、
１
０
０
、３
０
０
、５
０
０
m
の
４
区
分
）

に
、生
活
環
境
影
響
調
査
結
果
書
の
結
果
に
基
づ
き
、

生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ

る
地
域
を
加
え
た
地
域
と
す
る
。

告
示
後
、
設
置
者
は
、
周
知
計
画
書
を
浜
松
市
に

提
出
し
、
関
係
住
民
に
対
し
て
事
業
計
画
説
明
会
を

開
催
す
る
。
実
施
後
、
設
置
者
は
実
施
状
況
報
告
書

を
提
出
す
る
。

関
係
住
民
は
、
１
人
又
は
数
人
の
代
表
者
を
互
選

し
、市
長
に
届
け
出
る
。
関
係
住
民
及
び
代
表
者
は
、

事
業
計
画
に
つ
い
て
生
活
環
境
の
保
全
上
の
見
地
か

事業計画書提出 

関係地域指定 
告示・縦覧 

説明会開催 

意見書提出 

見解書周知 

環境保全協定 

法手続 

条例手続の主な流れ 

あ
っ
せ
ん 

繰返し 
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ら
の
意
見
書
を
市
長
に
提
出
す
る
。
市
長
は
、
意
見

書
の
写
し
又
は
意
見
の
要
旨
を
設
置
者
及
び
関
係
住

民
の
代
表
者
に
送
付
す
る
。

設
置
者
は
、意
見
書
等
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、

見
解
書
を
市
長
に
提
出
し
、
関
係
住
民
に
対
し
て
当

該
見
解
書
の
内
容
に
つ
い
て
の
周
知
を
図
る
。

市
長
は
、
設
置
者
又
は
関
係
住
民
に
対
し
て
必
要

な
指
導
又
は
助
言
を
行
い
、
設
置
者
は
、
関
係
住
民

と
環
境
保
全
協
定
の
締
結
を
目
指
す
。
環
境
保
全
協

定
締
結
後
、
設
置
者
は
許
可
申
請
等
の
法
的
な
手
続

に
入
る
。

一
方
、
設
置
者
と
関
係
住
民
の
間
で
紛
争
が
起
こ

り
、
環
境
保
全
協
定
の
交
渉
が
決
裂
し
た
結
果
、
自

主
的
な
解
決
に
至
ら
な
か
っ
た
場
合
、
設
置
者
又
は

関
係
住
民
の
代
表
者
は
、
市
長
に
あ
っ
せ
ん
の
申
請

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
市
長
は
、
あ
っ
せ
ん
を
行

う
場
合
、
双
方
の
主
張
の
要
点
を
確
か
め
、
あ
ら
か

じ
め
調
整
委
員
の
意
見
を
聞
き
、
紛
争
の
解
決
に
努

め
る
。

市
長
は
、
あ
っ
せ
ん
の
結
果
、
関
係
住
民
が
あ
っ

せ
ん
に
応
じ
な
い
と
き
や
設
置
者
の
対
応
が
十
分
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
関
係
住
民
の
意
見
が
大
き

く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
等
に
よ
り
環
境
保
全
協
定
が

締
結
さ
れ
る
見
込
み
が
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、

あ
っ
せ
ん
を
打
ち
切
り
、
設
置
者
の
法
的
手
続
開
始

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

基
準
と
し
て
『
欠
格
要
件
』
を
定
め
て
い
る
が
、
設

置
者
が
正
当
な
理
由
が
な
く
、
条
例
に
定
め
る
手
続

の
完
了
前
に
法
手
続
に
踏
み
切
っ
た
場
合
、「
業
務

に
関
し
、
不
正
又
は
不
誠
実
な
行
為
を
行
う
お
そ
れ

が
あ
る
者
」
に
該
当
す
る
と
み
な
す
規
定
を
設
け
た

（
条
例
第
18
条
の
３
第
１
項
）。
設
置
者
に
は
、
住
民

の
不
安
を
払
拭
で
き
る
よ
う
計
画
の
内
容
を
説
明
す

る
責
任
を
果
た
す
と
と
も
に
、
環
境
保
全
協
定
の
締

結
に
よ
り
地
域
で
認
め
ら
れ
信
頼
さ
れ
る
廃
棄
物
処

理
施
設
と
な
る
よ
う
、
条
例
手
続
の
確
実
か
つ
誠
実

な
履
行
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

２
点
目
は
、
環
境
保
全
協
定
の
内
容
を
法
の
許
可

要
件
と
関
連
付
け
た
こ
と
で
あ
る
。
法
第
８
条
の
２

第
１
項
第
２
号
及
び
第
15
条
の
２
第
１
項
第
２
号
の

規
定
で
は
、
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
及
び
産
業
廃
棄

物
処
理
施
設
の
許
可
審
査
に
お
い
て
、
周
辺
地
域
の

生
活
環
境
及
び
環
境
省
令
で
定
め
る
周
辺
の
施
設
に

つ
い
て
適
正
な
配
慮
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
許
可
要

件
に
な
っ
て
い
る
。
法
に
基
づ
く
許
可
申
請
書
に
環

境
保
全
協
定
書
に
盛
り
込
ま
れ
た
廃
棄
物
処
理
施
設

の
維
持
管
理
等
に
関
す
る
事
項
が
記
載
さ
れ
る
こ
と

に
よ
り
、許
可
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
み
な
す（
条

例
第
18
条
の
３
第
２
項
）。

ま
た
、
許
可
申
請
書
へ
の
記
載
に
よ
り
、
協
定
事

項
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、
法
的
拘
束
力
を
持

た
せ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
記
載
を
怠
っ
た
場
合

に
も
、
市
長
は
許
可
行
政
処
分
に
当
た
っ
て
、
生
活

条
例
の
特
徴

市
民
の
生
活
環
境
を
保
全
す
る
た
め
に
は
、
廃
棄

物
を
適
正
に
処
理
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
適
正

処
理
の
確
保
に
は
、
廃
棄
物
処
理
施
設
の
存
在
が
必

要
不
可
欠
と
な
る
。
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
に
当

た
っ
て
は
、
法
に
許
可
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、一
部
の
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
手
続
に
は
、

設
置
や
維
持
管
理
に
関
す
る
計
画
の
告
示
・
縦
覧
及

び
利
害
関
係
者
の
意
見
書
提
出
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
他
大
半
の
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設

置
等
に
お
い
て
は
、
住
民
側
の
意
見
が
反
映
さ
れ
る

場
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
極
端
な
例
で

言
う
と
、
法
規
定
だ
け
で
は
許
可
基
準
さ
え
満
足
し

て
い
れ
ば
、
住
民
が
計
画
を
知
ら
な
い
状
態
で
、
あ

る
日
突
然
に
自
宅
の
隣
に
廃
棄
物
処
理
施
設
が
建
設

さ
れ
、
施
設
の
稼
働
が
始
ま
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。

こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
法
令
の
基
準
だ
け
で
は

不
十
分
と
主
張
す
る
住
民
も
多
く
、
そ
の
対
策
と
し

て
多
く
の
地
方
自
治
体
が
独
自
の
条
例
や
要
綱
に
よ

り
事
前
手
続
を
定
め
て
い
る
。

浜
松
市
は
、
他
の
地
方
自
治
体
よ
り
さ
ら
に
一
歩

踏
み
込
ん
だ
内
容
に
な
る
よ
う
条
例
を
設
計
し
た
。

そ
の
特
徴
と
し
て
は
、以
下
の
３
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

１
点
目
は
、
条
例
手
続
の
不
履
行
と
法
の
『
欠
格

要
件
』
を
関
連
付
け
た
こ
と
で
あ
る
。
法
に
係
る
許

可
審
査
に
お
い
て
は
、
許
可
し
て
は
な
ら
な
い
人
的

先進・ユニーク条例
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環
境
保
全
上
の
条
件
に
該
当
す
る
協
定
事
項
の
全
部

又
は
一
部
を
、
許
可
の
条
件
と
し
て
付
す
こ
と
が
で

き
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
（
条
例
第
18
条
の
３
第

３
項
）。

さ
ら
に
、
産
業
廃
棄
物
処
理
業
の
許
可
申
請
に
当

た
っ
て
は
、
添
付
さ
れ
る
「
事
業
計
画
の
概
要
」
に

環
境
保
全
に
係
る
対
策
が
記
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

が
、
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
及
び
産
業
廃
棄
物
処
理

施
設
の
設
置
許
可
の
場
合
と
異
な
り
、
産
業
廃
棄
物

処
理
業
許
可
申
請
の
場
合
は
、「
事
業
計
画
の
概
要
」

に
記
載
し
た
環
境
保
全
に
係
る
対
策
が
、
法
的
拘
束

力
を
有
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
、
産
業
廃
棄

物
処
理
業
許
可
に
際
し
て
、
環
境
保
全
協
定
事
項
の

全
部
又
は
一
部
を
許
可
の
条
件
と
し
て
付
す
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
し
た
（
条
例
第
18
条
の
３
第
４
項
）。

３
点
目
は
条
例
手
続
の
終
了
時
期
を

（
１
）
環
境
保
全
協
定
が
締
結
さ
れ
、
設
置
者
か
ら

そ
の
写
し
が
市
長
あ
て
に
提
出
さ
れ
た
と
き

（
２
）
設
置
者
の
対
応
が
十
分
と
認
め
ら
れ
、
あ
っ

せ
ん
打
切
り
通
知
が
交
付
さ
れ
た
と
き

の
い
ず
れ
か
の
と
き
と
明
確
に
し
た
こ
と
で
あ
る

（
第
18
条
の
２
）。
必
ず
し
も
設
置
者
の
努
力
だ
け
で

環
境
保
全
協
定
が
締
結
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
た

め
、（
２
）
の
あ
っ
せ
ん
打
切
り
通
知
の
交
付
に
よ

る
条
例
手
続
の
終
了
を
規
定
し
た
。

現
状
と
今
後
の
展
望

平
成
17
年
の
条
例
施
行
か
ら
平
成
23
年
末
ま
で
に

提
出
さ
れ
た
事
業
計
画
書
の
件
数
と
環
境
保
全
協
定

締
結
件
数
を
左
表
に
示
す
。

今
の
と
こ
ろ
、
条
例
手
続
の
履
行
を
拒
否
す
る
よ

う
な
設
置
者
は
現
れ
て
い
な
い
。
今
後
も
、
設
置
者

が
誠
意
を
持
っ
て
住
民
と
向
か
い
合
い
、
生
活
環
境

の
保
全
に
つ
い
て
真
摯
に
取
り
組
む
よ
う
指
導
し
て

い
き
た
い
。
そ
の
結
果
、
浜
松
市
の
廃
棄
物
処
理
施

設
が
住
民
は
も
と
よ
り
全
国
の
排
出
事
業
者
か
ら
信

頼
さ
れ
る
と
と
も
に
、
地
域
の
生
活
環
境
の
保
全
に

資
す
る
施
設
と
な
る
よ
う
に
努
め
て
い
き
た
い
。

条例手続の件数  （件）

年度 H18 H19 H20 H21 H22 H23 合計

事業計画書の提出 1 4 4 2 2 3 16

環境保全協定締結 1 2 3 1 3 1 11

事業計画廃止の届出 0 0 0 0 0 1 1

※手続継続中４件


